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研究要旨 

 

医療機関の安全にかかわる担当者らを対象として、組織内における医療事故の検討体制をはじめ、

関連する課題を把握し、今後の医療事故調査のあり方に関する体制整備や人的な配置などの論点を見

出すことを目的とした。方法としては、調査票を用いての自記式調査を実施した。 

 おもな結果としては、CPC（Clinico-Pathological Conference；臨床病理検討会）および死亡症例

検討会の開催は、定期、不定期を含めても、実施している医療機関は、5 割未満の状況であり、また

診療関連死モデル事業の周知度に関しては、未だ 2 割未満とかなり低い状況にあった。さらに賠償を

要した医療事故の経験に関しては、医療機関の約 3 割弱が経験ありと回答している。 

院内事故調査の実施の有無に関しては、回答全体としては、約 3 割の医療機関において実施されて

いるとの結果が示された。この院内事故調査委員会の実施経験のある医療機関 3 割の内、さらに外部

委員を加えて実施したことのある医療機関が約 3 割弱存在し、さらに作成した報告書を患者側に提供

している医療機関の割合も約 3 割であった。 

 知見としては、病床規模に代表されるような、医療機関の規模により、院内の事故に対する検討体

制には大きな違いが見られた。これは医療機関における当該事象に対して投入できる資源や体制整備

を考慮すれば当然のことである。したがって、小規模な医療機関において院内において生じた事故を

検討するに対しては、それなりの支援体制の構築が必要であり、それなくしては事故を明確な形で検

討し、安全へと結びつけることは難しいと言える。 

 

Ａ．研究目的 

主として組織内における医療事故の検討体制の

在り方には様々な形態や水準が考えられるが、そ

のための物理的な体制整備や人的な配置などが課

題であるとも言える。特に中小規模の医療機関に

おいては、こうした体制や人的な課題が非常に重
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要であると考えられるが、こうした点に関しては

十分な把握がなされていない現状にある。 

そこで、医療機関の安全にかかわる担当者らを

対象として、組織内における医療事故の検討体制

をはじめ、関連する課題を把握し、今後の医療事

故調査のあり方に関する体制整備や人的な配置な

どの論点を見出すことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究においては、調査票を用いての自記式調

査で実施した。調査時期は、2013年9月から12月

にかけてであり、その期間内において医療安全研

修などを実施した際に、調査票を配布し、350の医

療機関の医療安全管理責任者もしくはそれに相当

する対象者から回答を得た。 

 

（倫理面への配慮） 

「個人情報の保護に関する法律」（平成17年4月1

日全面施行）では、「報道」「著述」「学術研究」の

目的で個人情報を取り扱う場合、個人情報取扱い

事業者の義務等を定めた規定の適用が除外されて

いるが、その一方でこれらの適用除外分野につい

ても個人情報の適正な取扱いを確保するために必

要な措置を自ら講じて公表するよう努めなければ

ならないとされているため、本研究においては、

研究代表者の責任のもとで、自主的、自立的に調

査データを適切に扱うことを心がけた。 

本研究は、調査票によりオリジナルの調査デー

タの構築を行うものであるから、その取り扱いに

は細心の注意を払い、その利用に際しても情報の

管理を徹底した。なお利用した個人データは、各

個人に対してIDを割り振り、収集されたデータと

個人情報が連結することはないようにし、解析を

行った。 

従って特定の個人に不利益、もしくは危険性が

生じるものではない。また、動物を用いた実験を

実施しないため、動物愛護上の配慮に関しても必

要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

＜回答者（回答組織）の属性＞ 

「病院長」と回答した医療機関の全体の割合は

（1.82％）であり、「副院長」と回答した医療機関

の全体の割合は（3.64％）、「その他」と回答した

医療機関の全体の割合は（94.5％）であった。 

病床数が「100 未満」と回答した医療機関の全

体の割合は（25.77％）であり、「100 以上 500 未

満」と回答した医療機関の全体の割合は（65.34％）、

「500 以上」と回答した医療機関の全体の割合は

（8.89％）であった。 

常勤医師数が「1 以下」と回答した医療機関の

全体の割合は（2.28％）であり、「2 以上 4 未満」

と回答した医療機関の全体の割合は（10.42％）、

「4 以上 6 未満」と回答した医療機関の全体の割

合は（18.89％）、「6 以上 10 未満」と回答した医

療機関の全体の割合は（34.20％）、「10 以上」と

回答した医療機関の全体の割合は（34.20％）であ

った。 

医療機能評価機構認定「あり」と回答した医療

機関の全体の割合は（46.20％）であり、「なし」

と回答した医療機関の全体の割合は（45.28％）で

あった。 

 卒後臨床研修機構認定「あり」と回答した医療

機関の全体の割合は（24.39％）であり、「なし」

と回答した医療機関の全体の割合は（54.87％）で

あった。 

自院の医療安全加算「加算Ⅰ」と回答した医療

機関の全体の割合は（37.02％）、「加算Ⅱ」と回答
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した医療機関の全体の割合は（19.62％）、「加算な

し」と回答した医療機関の全体の割合は（14.87％）

であった。 

 

＜院内の事故検討体制について：単純集計＞ 

院内全体の CPC 開催「定期」と回答した医療機

関の全体の割合は（29.48％）、「不定期」と回答し

た医療機関の全体の割合は（21.91％）、「開催なし」

と回答した医療機関の全体の割合は（48.60％）で

あった。 

 院内全体の死亡症例検討会開催「定期」と回答

した医療機関の全体の割合は（6.12％）、「不定期」

と回答した医療機関の全体の割合は（22.78％）、

「開催なし」と回答した医療機関の全体の割合は

（71.08％）であった。 

診療科単位の CPC 開催「定期」と回答した医療

機関の全体の割合は（5.85％）、「不定期」と回答

した医療機関の全体の割合は（14.06％）、「開催な

し」と回答した医療機関の全体の割合は（80.07％）

であった。 

診療科単位の死亡症例検討会開催「定期」と回

答した医療機関の全体の割合は（0.36％）、「不定

期」と回答した医療機関の全体の割合は（19.20％）、

「開催なし」と回答した医療機関の全体の割合は

（80.43％）であった。 

診療関連死モデル事業「知っている」と回答し

た医療機関の全体の割合は（17.82％）、「知らない」

と回答した医療機関の全体の割合は（82.17％）で

あった。 

診療関連死モデル事業対象地区に関して「対象

地区」と回答した医療機関の全体の割合は

（2.01％）、「対象地区でない」と回答した医療機

関の全体の割合は（19.12％）であった。 

 賠償を要した医療事故の体験「あり」と回答し

た医療機関の全体の割合は（27.38％）、「なし」と

回答した医療機関の全体の割合は（55.41％）であ

った。 

 医療事故に対する院内事故調査委員会の体験

「あり」と回答した医療機関の全体の割合は

（30.35％）、「なし」と回答した医療機関の全体の

割合は（69.64％）であった。 

医療事故に対する院内事故調査委員会の体験

「あり」と回答した医療機関のうち、外部委員入

れたかの問に「あり」と回答した割合は（29.03％）、

「なし」と回答した割合は（70.96％）であった。 

医療事故に対する院内事故調査委員会の体験

「あり」と回答した医療機関のうち、報告書を作

成したかの問に「あり」と回答した割合は

（90.32％）、「なし」と回答した割合は（9.67％）

であった。 

医療事故に対する院内事故調査委員会の体験

「あり」と回答した医療機関のうち、報告書は患

者側に渡したかの問に「あり」と回答した割合は

（29.76％）、「なし」と回答した割合は（70.23％）

であった。 

 

＜病床規模別の集計＞ 

病床数「100 未満」の医療機関のうち、「加算Ⅰ」

と回答した医療機関の全体の割合は（16.46％）、

「加算Ⅱ」と回答した医療機関の全体の割合は

（17.72％）、「加算なし」と回答した医療機関の全

体の割合は（22.78％）であった。病床数「100 以

上 500 未満」の医療機関のうち、「加算Ⅰ」と回答

した医療機関の全体の割合は（40.39％）、「加算Ⅱ」

と回答した医療機関の全体の割合は（22.66％）、

「加算なし」と回答した医療機関の全体の割合は

（11.82％）であった。病床数「500 以上」の医療

機関のうち、「加算Ⅰ」と回答した医療機関の全体
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の割合は（67.86％）、「加算Ⅱ」と回答した医療機

関の全体の割合は（3.57％）、「加算なし」と回答

した医療機関の全体の割合は（17.86％）であった。 

病床数「100 未満」の医療機関のうち、「定期」

と回答した医療機関の全体の割合は（18.46％）、

「不定期」と回答した医療機関の全体の割合は

（26.15％）、「開催なし」と回答した医療機関の全

体の割合は（55.38％）であった。病床数「100 以

上 500 未満」の医療機関のうち、「定期」と回答し

た医療機関の全体の割合は（31.71％）、「不定期」

と回答した医療機関の全体の割合は（31.34％）、

「開催なし」と回答した医療機関の全体の割合は

（46.95％）であった。病床数「500 以上」の医療

機関のうち、「定期」と回答した医療機関の全体の

割合は（44.44％）、「不定期」と回答した医療機関

の全体の割合は（16.67％）、「開催なし」と回答し

た医療機関の全体の割合は（38.89％）であった。 

病床数「100 未満」の医療機関のうち、「定期」

と回答した医療機関の全体の割合は（5.06％）、「不

定期」と回答した医療機関の全体の割合は

（11.39％）、「開催なし」と回答した医療機関の全

体の割合は（83.54％）であった。病床数「100 以

上 500 未満」の医療機関のうち、「定期」と回答し

た医療機関の全体の割合は（6.84％）、「不定期」

と回答した医療機関の全体の割合は（26.84％）、

「開催なし」と回答した医療機関の全体の割合は

（66.32％）であった。病床数「500 以上」の医療

機関のうち、「定期」と回答した医療機関の全体の

割合は（4.55％）、「不定期」と回答した医療機関

の全体の割合は（36.36％）、「開催なし」と回答し

た医療機関の全体の割合は（59.09％）であった。 

 また病床数「100 未満」の医療機関のうち、CPC

開催「定期」と回答した医療機関の全体の割合は

（2.86％）、「不定期」と回答した医療機関の全体

の割合は（5.71％）、「開催なし」と回答した医療

機関の全体の割合は（91.42％）であった。病床数

「100 以上 500 未満」の医療機関のうち、「定期」

と回答した医療機関の全体の割合は（6.02％）、「不

定期」と回答した医療機関の全体の割合は

（16.87％）、「開催なし」と回答した医療機関の全

体の割合は（77.11％）であった。病床数「500 以

上」の医療機関のうち、「定期」と回答した医療機

関の全体の割合は（29.41％）、「不定期」と回答し

た医療機関の全体の割合は（17.65％）、「開催なし」

と回答した医療機関の全体の割合は（52.94％）で

あった。 

 病床数「100 未満」の医療機関のうち、診療科

単位の死亡症例検討会開催「定期」と回答した医

療機関の全体の割合は（0.00％）、「不定期」と回

答した医療機関の全体の割合は（6.84％）、「開催

なし」と回答した医療機関の全体の割合は

（93.15％）であった。病床数「100 以上 500 未満」

の医療機関のうち、「定期」と回答した医療機関の

全体の割合は（0.56％）、「不定期」と回答した医

療機関の全体の割合は（19.44％）、「開催なし」と

回答した医療機関の全体の割合は（80.00％）であ

った。病床数「500 以上」の医療機関のうち、「定

期」と回答した医療機関の全体の割合は（0.00％）、

「不定期」と回答した医療機関の全体の割合は

（47.06％）、「開催なし」と回答した医療機関の全

体の割合は（52.94％）であった。 

病床数「100 未満」の医療機関のうち、診療関

連死モデル事業を「知っている」と回答した医療

機関の全体の割合は（7.69％）、「知らない」と回

答した医療機関の全体の割合は（92.31％）であっ

た。病床数「100 以上 500 未満」の医療機関のう

ち、「知っている」と回答した医療機関の全体の割

合は（21.03％）、「知らない」と回答した医療機関



‐69‐ 
 

の全体の割合は（78.97％）であった。病床数「500

以上」の医療機関のうち、「知っている」と回答し

た医療機関の全体の割合は（38.46％）、「知らない」

と回答した医療機関の全体の割合は（61.53％）で

あった。 

 病床数「100 未満」の医療機関のうち、診療関

連死モデル事業対象地区かという問いに「対象地

区」と回答した医療機関の全体の割合は（2.5％）、

「対象地区でない」と回答した医療機関の全体の

割合は（13.75％）であった。病床数「100 以上

500 未満」の医療機関のうち、「対象地区」と回答

した医療機関の全体の割合は（1.57％）、「対象地

区でない」と回答した医療機関の全体の割合は

（19.47％）であった。病床数「500 以上」の医療

機関のうち、「対象地区」と回答した医療機関の全

体の割合は（4.16％）、「対象地区でない」と回答

した医療機関の全体の割合は（41.66％）であった。 

病床数「100 未満」の医療機関のうち、賠償を

要した医療事故の体験「あり」と回答した医療機

関の全体の割合は（12.35％）、「なし」と回答した

医療機関の全体の割合は（71.60％）であった。病

床数「100 以上 500 未満」の医療機関のうち、「あ

り」と回答した医療機関の全体の割合は（30.80％）、

「なし」と回答した医療機関の全体の割合は

（51.51％）であった。病床数「500 以上」の医療

機関のうち、「あり」と回答した医療機関の全体の

割合は（51.85％）、「なし」と回答した医療機関の

全体の割合は（37.04％）であった。 

 病床数「100 未満」の医療機関のうち、医療事

故に対する院内事故調査委員会の体験「あり」と

回答した医療機関の全体の割合は（19.23％）、「な

し」と回答した医療機関の全体の割合は（80.77％）

であった。病床数「100 以上 500 未満」の医療機

関のうち、「あり」と回答した医療機関の全体の割

合は（33.17％）、「なし」と回答した医療機関の全

体の割合は（66.83％）であった。病床数「500 以

上」の医療機関のうち、「あり」と回答した医療機

関の全体の割合は（36.0％）、「なし」と回答した

医療機関の全体の割合は（64.0％）であった。 

 病床数「100 未満」の医療機関のうち、医療故

に対する院内事故調査委員会の体験「あり」と回

答した医療機関のうち、外部委員入れたかの問に

「あり」と回答した医療機関の割合は（12.5％）、

「なし」と回答した割合は（87.5％）であった。

病床数「100 以上 500 未満」の医療機関のうち、

「あり」と回答した割合は（24.62％）、「なし」と

回答した割合は（75.38％）であった。病床数「500

以上」の医療機関のうち、「あり」と回答した割合

は（66.67％）、「なし」と回答した割合は（33.33％）

であった。 

 病床数「100 未満」の医療機関のうち、医療事

故に対する院内事故調査委員会の体験「あり」と

回答した医療機関のうち、報告書を作成したかの

問に「あり」と回答した割合は（93.33％）、「なし」

と回答した割合は（6.67％）であった。「100 以上

500 未満」の医療機関のうち、「あり」と回答した

割合は（90.91％）、「なし」と回答した割合は

（9.09％）であった。「500 以上」の医療機関のう

ち、「あり」と回答した割合は（77.78％）、「なし」

と回答した割合は（22.22％）であった。 

病床数「100 未満」の医療機関のうち、医療事

故に対する院内事故調査委員会の体験「あり」と

回答した医療機関のうち、報告書は患者側に渡し

たかの問に「あり」と回答した割合は（42.86％）、

「なし」と回答した割合は（57.14％）であった。

病床数「100 以上 500 未満」の医療機関のうち、

「あり」と回答した割合は（24.59％）、「なし」と

回答した割合は（75.41％）であった。病床数「500
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以上」の医療機関のうち、「あり」と回答した割合

は（16.67％）、「なし」と回答した割合は（83.33％）

であった。 

 

Ｄ．考察 

 CPC および死亡症例検討会の開催は、定期、不

定期を含めても、実施している医療機関は、5 割

未満の状況であった。また病床規模が大きくなる

ほど、実施する傾向があるが、CPC に関して、こ

の傾向が特に顕著に見られた。 

 診療関連死モデル事業の周知度に関しては、未

だ 2 割未満とかなり低い状況にあるが、病床規模

が大きくなるにつれ、当該事業に対する認知度は

高まる傾向が見られる。 

 賠償を要した医療事故の経験に関しては、今回

の回答者（医療機関）の約 3 割弱が経験ありと回

答している。また診療件数が多い医療機関、つま

り病床規模の大きな医療機関においては、当然の

ことであるが、この数値は高いものとなっている。 

院内事故調査の実施の有無に関しては、回答全

体としては、約 3 割の医療機関において実施され

ているとの結果がしめされた。ただし、病床規模

による違いも見られた。また、この院内事故調査

委員会の実施経験のある医療機関 3 割の内、さら

に外部委員を加えて実施したことのある医療機関

が約 3 割弱存在し、さらに作成した報告書を患者

側に提供している医療機関の割合も約 3 割であっ

た。ちなみに報告書の作成に関しては、院内事故

調査を実施している医療機関の約 9 割が作成をし

ており、これに関しては病床規模による大きな違

いは見られなかった。 

病床規模における医療安全加算の有無に関して

は、病床規模が大きくなるにつれ、加算を受けて

いる医療機関の割合が高くなる傾向が見られた。 

Ｅ．結論 

 本研究における知見としては、当初想定された

とおり、病床規模に代表されるような、医療機関

の規模により、院内の事故に対する検討体制には

大きな違いが見られた。これは医療機関における

当該事象に対して投入できる資源や体制整備を考

慮すれば当然のことであると言える。したがって、

小規模な医療機関において院内において生じた事

故を検討するに対しては、それなりの支援体制の

構築が必要であり、それなくしては事故を明確な

形で検討し、安全へと結びつけることは難しいと

言える。 

 また、細かな点であるが、院内において事故調

査委員会を実際に立ち上げ、実施したことのある

医療機関においては、ほぼ 9 割の医療機関におい

て報告書の作成がなされている。これは一見非常

に望ましいことではあるが、その一方で、報告書

が作成されることのみで終結してしまい、実質的

な安全への取り組みがそれ以上成されていない可

能性も否定できない。また報告書の実際の内容が

どのようなものであり、当該組織において、実際

に安全を確保する対策のみならず、組織としての

安全を担保する一貫した取組みと結びついたもの

であるかという点に関しても検討を行う必要があ

る。 
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